
項目 内容詳細

移住相談員

＜主な活動＞
奈良県奥大和（南部東部）地域への移住促進、地域との交流を目的として、
移住希望者に対する相談、移住者の交流支援などを行い、移住希望者と地域をつなぐ。

※奥大和（南部東部）地域とは次の市郡を指す。五條市、御所市、宇陀市、山辺郡、宇陀郡、高市郡、吉
野郡

①移住相談窓口
　場所：橿原総合庁舎内
　・移住希望者の相談を受け、奥大和（県南部・東部地域）の市町村へ情報提供
　・移住希望者など奥大和に興味を持つ方に情報を提供
　・移住や奥大和地域に関する様々な情報収集（車両を運転しての外回り有り）
　・収集した情報の整理、発信（パソコン、インターネット等を使用）　など

②移住者等交流
　・移住者、移住希望者、市町村職員などの交流事業の実施

③事務補助
　・当課が実施する移住定住促進事業における事務補助　など

任期
原則として令和６年４月１日～令和７年３月３１日まで
※任期満了後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用される場合がありま
す。ただし、年度を超えた再度の任用は２回（連続する３会計年度）に限ります。

試用期間
試用期間あり（１ヶ月）
（１ヶ月間の勤務日が１５日に満たない場合は、１５日に達する日まで延長）

勤務場所
奥大和移住定住交流センター「engawa」
橿原総合庁舎敷地内（橿原市常盤町６０５－５）

勤務時間 原則９時１５分から１８時００分の７時間４５分（うち休憩６０分）

休憩時間 １日６時間を超えて勤務する場合は１時間

勤務日数 ひと月あたり　１６日

休日 原則　土・日曜日・祝日、１２/２９～１/３　他１日/1週間（不定期）

超過勤務 原則なし（やむを得ない場合には超過勤務となる場合あり）

給料

日給　７，９３３円～９，３４２円
・職歴等に応じて決定
・別途地域手当（相当報酬）あり
・規定により通勤手当（相当費用）あり

期末手当　規定により２．４５月あり
・期末手当の用件として、任期６月以上かつ週あたり勤務時間１５．５時間以上が必要
・採用初回の期末手当は在職期間による割落としあり

加入保険 雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険（用件を満たした場合は、共済組合へ加入）

募集者の氏名又
は名称

奈良県総務部知事公室奥大和地域活力推進課

服務規律

公務員となるため、法律上の服務規律があります。
・職務命令遵守義務
・守秘義務
・職務専念義務　　など

奈良県移住相談員募集要項

業務内容
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必要な免許・資格 普通自動車一種免許

特記事項

・コミュニケーション力を要する
　（相談窓口業務がメインであるため）

・基本的なコンピューター操作ができ、ワード、エクセル及び電子メールのやりとりができる方

応募方法

３月７日（木曜日）必着で写真を貼付した履歴書を郵送してください。
＊履歴書には必ず連絡先を記入してください。

郵送先：〒６３４－０００３　奈良県橿原市常盤町６０５－５　橿原総合庁舎３階　奥大和地域活力推進課

審査方法
書類選考の上、面接を行います。
面接実施予定日：３月１３日　水曜日　午後（予定）

採用人数 １名

お問い合わせ先

奈良県奥大和地域活力推進課　足立
〒６３４－０００３　奈良県橿原市常盤町６０５－５　橿原総合庁舎３階
電話：０７４４－４８－３０１６
 FAX：０７４４－４８－３１３５
E-mail：okuyamato@office.pref.nara.lg.jp


